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研究成果の概要（和文）：本研究は，企業がどのような場合に新技術を特許化し，どのような場合に秘匿するか
を検討した．特許保護の強化により，後続技術に係る研究開発投資は減少し，またより広範な状況下で企業が技
術情報の秘匿よりも特許化を選ぶようになることで，当該技術に係る研究開発投資も減少する場合がある．
また，イノベーション，競争と社会厚生の関係の分析も行った．ある財についての大きな市場がある輸入国の政
府は，生産者が国内に立地していなくても，研究開発投資の費用が低い場合は技術の模倣は禁ずるべきであり，
研究開発投資の費用水準にかかわらず完全な模倣は許容するべきではない．

研究成果の概要（英文）：The relationship between intellectual property policies and social welfare 
has been studies for different settings.
When firms have a choice between patenting a new technology and using more informal appropriability 
mechanisms such as secrecy, strengthening patent protection not only leads to less R&D on follow-up 
technologies, but also, under a wide range of conditions, to less R&D investment on the original 
technologies as firms then become more likely to choose patents over secrecy.
An importing country with a large market for a good should ban imitation of a cost-reducing 
technology if the cost of innovation is low, and should not allow free imitation regardless of the 
cost of innovation, even when no producer of the good is based in the country. Moreover, social 
welfare under monopoly can exceed that under duopoly, given relatively low-cost innovation.

研究分野： 産業組織論
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  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
イノベーションを促進するための仕組として，特許制度等の知的財産制度が用いられるが，本研究は，特許制度
を強化することによってかえってイノベーションが阻害される場合があり得ることを示している．本研究は他方
で，国内に生産者がいない場合であってさえも，特許制度等を通じて技術の模倣を防ぐことはやはり必要である
ことも示している．特許制度と営業秘密保護や競争政策等他の政策を適切に組み合わせることが重要である．

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 
（1）企業が開発した新しい技術から利益を得る手段には，特許化のほか，企業秘密としての保
持，リードタイムの活用といったものがある．特許化のためには進歩性等の要件が満たされてい
なければならないし，特許化が可能であっても企業秘密が用いられる場合も多い．アメリカと日
本での大規模な調査によると，アメリカではイノベーションから利益を得る手段として，製品イ
ノベーションについても製法イノベーションについても特許よりも企業秘密の方が効果的と回
答する企業の割合が高く，日本でも，製法イノベーションについては企業秘密が効果的と回答す
る企業の割合が高い． 
 
（2）技術の種類によってはそもそも特許権の対象とならない．たとえば，近年多くの産業分野
で大量のデータが生成されるようになってきており，企業がそれらを活用する技術の開発も進
んでいるが，このようなデータの多くは，現行の知財制度上は特許権や著作権ではなく不正競争
防止法の上の営業秘密としてのみ保護されている． 
 
（3）他方，研究開発活動の理論的研究では，新技術は特許化されるものと仮定されることが多
い．よって，企業がイノベーションの成果を公開するか特許化するか秘匿するか，これらをどの
ように組み合わせるか，制度が企業の意思決定にどのように影響するかを詳細に分析すること
は大きな学術的意義を持つと考えられる．また，知財制度の設計と運用は国や時代によって異な
る中で，制度が企業の意思決定に与える影響を分析することには大きな社会的意義があると考
えられる． 
 
２．研究の目的 
（1）本研究の目的は，企業がイノベーションから利益を得る手段としての特許化と企業秘密の
選択に与える要因と，特許法や不正競争防止法の設計と運用がこの選択に与える影響を理論経
済学的に解明することである． 
 
（2）また，営業秘密の保護の程度は技術スピルオーバーに影響を与えることを踏まえ，製品市
場競争とイノベーションのインセンティブの関係に技術スピルオーバーの程度がどのように影
響するかを明らかにすることも研究の目的である 
 
（3）さらに，さまざまな状況下でイノベーションと社会厚生の関係を分析して政策的含意を導
出することも本研究の目的である． 
 
３．研究の方法 
（1）各国の特許制度における，特許権成立の要件や特許権が侵害された際の救済のあり方，ま
た各国で企業秘密がどのような形で法的に保護されるかについて，法令・判例や事例を，資料収
集とインタビューを通じて調査し，国際比較を行った． 
 
（2）法制度や運用の実態を踏まえて次の理論経済学的検討を行った． 
（a）企業がイノベーションの成果を特許化するか秘匿するかを，ゲーム理論的モデルで捉えて
分析した． 
（b）技術スピルオーバーの程度によって製品市場競争と研究開発インセンティブの関係がどの
ように変化するかをゲーム理論的モデルで捉えて分析した． 
（c）国内に大きな市場があるが，生産者は立地していない場合の知的財産政策や競争政策のあ
り方について，ゲーム理論的モデルを用いて分析した． 
（d）プロセスイノベーションを行う企業 1 社とそれ以外の複数の企業が製品市場競争を行う場
合の，企業数と社会厚生の関係について，ゲーム理論的モデルを用いて分析した． 
 
４．研究成果 
（1）新技術の特許化は，基礎的情報の公開と引き換えに他者が当該技術を活用して生産を行う
ことを確率的に阻止することを可能にするため，当該技術の模倣をある程度可能にするが後続
改良発明もある程度阻止する．これに対し技術秘匿は，模倣は防ぐが後続改良発明は防がない．
本研究は，特許保護の強化は後続技術に係る研究開発投資は減少させることや，より広範な状況
下で企業が技術情報の秘匿よりも特許化を選ぶようになり，当該技術に係る研究開発投資も減
少する場合があることを示した． 
 
（2）営業秘密がどの程度保護されるかは，企業間の技術のスピルオーバーの程度を規定する．
理論的分析としてプロセスイノベーションのスピルオーバーの程度により，製品市場競争にお



ける独占，複占クールノー競争，リーダーとフォロワーがいる複占シュタッケルベルク競争のい
ずれにおいて研究開発のインセンティブが高いか，また社会的厚生が高いかの比較を行い，イノ
ベーションの費用が比較的低い場合には，スピルオーバーが大きいときには，独占の下での方が
シュタッケルベルク競争の下でよりもイノベーションが活発に行われ，社会的厚生が上回る場
合があること，模倣を禁じることが可能であっても政策的に認める方が社会厚生が高い場合が
あることを明らかにした．結果は共著論文として公刊した． 
 
（3）ある財についての大きな市場がある輸入国の政府は，プロセスイノベーションを行う生産
者が国内に立地していなくても，研究開発投資の費用が低い場合は技術の模倣は禁ずるべきで
あり，研究開発投資の費用水準にかかわらず完全な模倣は許容するべきではないことを示した．
また，研究開発投資の費用がある水準以下の場合，独占下の方がクールノー型複占下よりも社会
厚生が高いことを示した．これは参入規制によって社会厚生が向上する可能性があることを示
唆している．結果は共著論文として公刊した． 
 
（4）研究開発投資・特許化を行う企業が 1 社あり，製品市場で同社を含む複数の企業が数量競
争を行う場合の，競争と社会厚生の関係も分析した．企業数が増えることが社会厚生に与える影
響は，参入企業効果，既存企業効果，投資効果に分けることができ，多くの場合に参入企業効果
と既存企業効果が逆方向に働く結果，投資効果が社会厚生に強く影響するため，企業数と社会厚
生の関係はイノベーションがない場合と大きくことなることを示した．結果は最終年度翌年度
に学会で報告した． 
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